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第１ 請求の概要と受理 

１ 請求人 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

２ 請求書の提出 

令和元年５月 21日 

３ 請求の概要 

請求人が提出した措置請求書は「別紙１―１」のとおりであり、その概要は次

のとおりである。 

平成 30 年度政務活動費収支報告書及び政務活動費出納簿によると、杉並区議

会自由民主党の所属議員 10 名（井口かづ子議員、井原太一議員、今井ひろし議

員、大泉やすまさ議員、大熊昌巳議員（以下「大熊議員」という。）、大和田伸議

員、小川宗次郎議員、はなし俊郎議員、吉田あい議員及び脇坂たつや議員）は、

平成 31 年２月 14 日又は同月 15 日付けで、当該会派の区政報告（杉並区議会自

由民主党区議団通信「すぎなみ自民（平成 31年春、ＶＯＬ.８）」）（以下「本件区

政報告」という。）の作成等の経費として各 7 万 7,375 円を広聴広報費として計

上しているが、按分はなされていない。 

この計上がなされた時期は、任期満了に伴う杉並区議会議員選挙（以下「区議

選」という。）の約２か月前であり、本件区政報告の作成・配布が選挙活動を主と

して行われたことは、同種の支出の是非を争点とした別件訴訟の結果（平成 30年

８月 28 日東京地裁判決（平成 28 年（行ウ）第 281 号政務活動費返還請求事件）

及び平成 31 年４月 16 日東京高裁判決（平成 30 年（行コ）第 296 号政務活動費

返還請求控訴事件）並びに平成 31年３月 22日東京地裁判決（平成 28年（行ウ）

第 322号政務活動費返還請求事件））などから明らかである。 

また、本件区政報告の内容をみると、議員の肖像写真や所属会派、所属政党名

が面積比で約５割と大半を占め、選挙目的であることを雄弁に物語っており、記

事も区政報告とはいい難いものが多々ある。 
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法令、条例等によれば、選挙目的に政務活動費を使用することはできず、よっ

て、大熊議員の本件区政報告関連費用の同議員負担額（7万 7,375円）の支出（以

下「本件支出」という。）の全てが違法又は不当であり、大熊議員の不当利得に当

たることから、杉並区長（以下「区長」という。）は、当該不当利得の返還請求を

する義務を負っている。 

以上のことから、本件支出の返還請求を区長に勧告するなど杉並区監査委員に

対して必要な措置を求める。 

４ 請求の受理 

本件監査請求については、令和元年５月 28 日の監査委員会議において、地方

自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条の２の規定に基づき、井原太一監査委

員を除斥とした後、監査委員３名（上原和義監査委員、三浦仁監査委員及び内

山忠明監査委員）の合議により、同法第 242条所定の要件を具備しているものと

認め、受理することに決定した。 

なお、請求人には、同日付けで文書によりこの旨を通知した。 
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第２ 監査の実施 

１ 証拠の提出及び陳述の実施 

請求人に対して、地方自治法第 242条第６項の規定に基づき、令和元年６月６

日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人からは、追加の証拠資料（資料１「本件区政報告の領収書及び内訳書等」、

資料２「大熊議員の本件区政報告の領収書及び内訳書」、資料３「平成 30年度政

務活動費で、区政報告に関する経費を 50％按分して支出した議員（井口かづ子議

員、けしば誠一議員、新城せつこ議員、堀部やすし議員、増田裕一議員及び松尾

ゆり議員）の収支報告書及び出納簿」、資料４「公明党議員の携帯電話代が 50％

按分になった平成 30 年度政務活動費の収支報告書及び出納簿」）（別紙１―２）

が提出されるとともに、請求人（４名）から本件監査請求に関する陳述が行われ

た。 

２ 監査対象事項 

大熊議員の平成30年度政務活動費のうち、請求人が違法又は不当と主張する本

件支出について、違法又は不当の有無等を調査し、それらを踏まえて監査結果を

導くこととした。 

ただし、本件監査請求のうち、大熊議員に対する返還請求額（7万7,375円）の

うちの本件監査請求後に返還された部分（3万8,688円）に係る請求については、

監査の対象外（却下）とした。 

３ 対象部局とその抗弁要旨 

杉並区議会事務局（以下「区議会事務局」という。）及び杉並区総務部総務課

（以下「総務部総務課」という。）を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求

め、令和元年６月５日付けでその提出を受けた。 

区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書（別紙２）及び総務部総務課（区長）

の抗弁書（別紙３）の要旨は、次のとおりである。 

３―１ 区議会事務局 

区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書には、①請求人の主張に対する見

解等及び②令和元年度からの取組について記載されている。 

請求人の主張に対する見解等の主な内容は、次のとおりである。 

区政報告の発行など区政や議会活動に関する情報を区民に提供する経費は、

「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」（以下

「政務活動費条例」という。）別表に規定する政務活動に要する経費（以下「政

務活動に要する経費」という。）で定める広聴広報費に該当し、会派・議員の調

査研究活動、議会活動及び区の施策を区民に報告・周知するために必要なもの

である。 

本件区政報告については、平成31年1月13日に、新聞折込み（朝日、読売、毎

日、産経）の方法により、16万5,300部配布している。なお、サンプル印刷（1,000
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部）とは、所属議員の手渡し用として印刷したものである。 

はじめに、当該配布時期について、平成26年度と同様に１月であり、統一地

方選挙の約３か月前とほぼ一致する。しかし、本件区政報告は、平成26年度以

降、区政や議会活動及び区の施策・情報を区民に提供するため、次の表のとお

り、春号・夏号として、年２回、定期的・継続的に発行しているものであり、

この点において平成26年度当時とは状況を異にする。 

次に、配布部数について、平成26年度の配布部数は15万2,250部、本年１月は

16万5,300部であり、ほぼ同数である。しかし、より広く区民に区政の課題や議

会審議の状況を知ってもらうためには、必要な部数であるとの説明を受けてお

り、さらに、発行部数を所属議員で割り返せば、議員１人当たりにすると1万

3,775部となること、また、平成31年４月21日（統一地方選挙当日）の有権者数

47万527人からみても約2.9％の比率となり、これは適切な部数であると考える。 

また、平成31年４月16日東京高裁判決では、「地方自治法、条例、規程等の関

係法令は、政務活動費の支出が政務活動として適正な内容であるか否かを適法

性の判断要素とし、時期による制約を設けていないから、原判決のように、選

挙の時期に近接して支出する政務活動費が選挙活動ないし選挙に向けたＰＲ

のための性質を併せ有するとして、２分の１の割合で按分して支出すべきとす

ることは、地方公共団体の自治立法権の侵害となりかねない」との区側の主張

に対し、裁判所は、「原判決は政務活動費の支出について時期による制約を設

けたものではなく、本件会派報告の記載内容を踏まえて判断したもの」として

いる。これは、発行時期も判断材料としての一要素ではあるが、記載内容につ

いても判断の前提としたものと解釈できる。 

そこで、本件区政報告の記載内容を考察すると、平成30年度の区議会定例会

や全員協議会での概要報告、平成30年中に開設した主な区立施設や視察先の写

真掲載など、平成30年８月28日東京地裁判決及び平成31年４月16日東京高裁判

決で示された４年間の活動実績等を総括したものではなく、過去１年を振り返

会派区政報告発行号 発行月 部 数 

平成21年12月号 平成21年12月 部数不明 

平成22年４月号 平成22年４月 部数不明 

平成26年７月号 平成26年７月 部数不明 

平成27年１月号 平成27年１月 15万2,250部 

平成27年８月号（VOL.１） 平成27年８月 1,000部 

平成28年春号（VOL.２） 平成28年１月 14万6,150部 

平成28年夏号（VOL.３） 平成28年６月 3,000部 

平成29年春号（VOL.４） 平成29年１月 13万6,800部 

平成29年夏号（VOL.５） 平成29年８月 5,000部 

平成30年春号（VOL.６） 平成30年１月 12万5,550部 

平成30年夏号（VOL.７） 平成30年８月 3,000部 

平成31年春号（VOL.８） 平成31年１月 16万5,300部 
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った内容となっている。また、写真の割合について、請求人は、議員の肖像写

真、所属会派・所属政党名の面積割合が約５割を占めており、選挙目的である

旨主張する。しかし、写真の占める割合だけで政務活動か否かを判断するので

はなく、例えば、議員の写真・連絡先は広く政務活動でいう広聴活動に当たる

こと、調査研究活動で訪れた視察先の写真を掲載していること等、写真につい

ては、個々に政務活動であるかを判断すべきと考える。 

これらを総合的に判断すると、当該経費は、区政報告の趣旨と矛盾するもの

ではなく、選挙活動や政党活動としての側面を有していることを推認させると

まではいえないため、その内容から政務活動としてその経費を認めることは妥

当と考える。 

よって、本件区政報告については、大熊議員から請求人の指摘事項及び先に

述べた判決を考慮した考え方など合理的な説明を受けており、政務活動に要す

る経費及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する

規程」（以下「政務活動費規程」という。）別表に規定する政務活動に要する経

費細目（以下「政務活動に要する経費細目」という。）に基づき適正に処理され

ていると判断できる。 

３―２ 総務部総務課 

総務部総務課（区長）の抗弁書の主な内容は、次のとおりである。 

請求人は、平成 30年８月 28日東京地裁判決及び平成 31年４月 16日東京高

裁判決を根拠として、本件支出の全てが違法又は不当であるとしているが、両

判決の例は、本件とは内容を異にするものである。 

上記判決は、統一地方選挙の約３か月前という近接した時期に配布された会

派区政報告の記載内容が、過去１年間を振り返ってのものではなく４年間の活

動実績等を総括したものであること、かつ前後の会派区政報告との一体性及び

連続性を欠くものであることから、選挙に向けた会派所属議員のＰＲ効果を狙

ったものと評価されてもやむを得ないとの理由から製作費の２分の１を超え

て政務活動費から支出することを違法としたものである。 

しかし、本件区政報告は、毎年１月と６～８月の計２回半期ごとに定期的に

作成されている会派報告の一つであり、表題、通し番号等において、これまで

発行されている「区政報告平成 27年８月ＶＯＬ.１」から「区政報告平成 30年

夏ＶＯＬ.７」までとの一体性及び連続性があり、作成・配布が区議選の約３か

月前であっても、選挙に向けたＰＲであるとは認識し難い。 

また、その内容についても、区議会定例会の概要報告、区総合計画等に対す

る意見、年内に開設した区立施設の紹介及び会派視察報告など、区議会での活

動を振り返ったものであり、議員の写真等の掲載はあるものの、紙面全体から

見れば一定の範囲内であることから、区政報告の趣旨と矛盾するものではない。 

以上のことから、本件区政報告は、選挙活動としての側面を有しているとは

いえず、その経費に政務活動費を充てることは妥当であり、区は、大熊議員の

平成 30年度政務活動費について、適正に執行したものと考えている。 
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４ 区議会議長の調査回答の要旨 

政務活動費条例第11条で、区議会議長（以下「議長」という。）は収支報告書等

について必要に応じて調査を行うこととされていることから、請求人が指摘して

いる政務活動費の支出の違法性又は不当性の有無等について、議長に調査を依頼

した。 

議長の調査回答の要旨は、次のとおりである。 

４―１ 令和元年６月５日付け調査回答（別紙４―１） 

当該調査回答には、①政務活動費条例に基づく議長の調査の実施、②調査結

果、③今回の措置請求に対する議長の見解、④大熊議員からの説明について記

載されている。 

その主な内容は、次のとおりである。 

（１）調査結果

政務活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認め

られるものはなく、平成 30 年度の「政務活動に要する経費」及び「政務

活動に要する経費細目」に基づく適正な支出が行われていた。 

（２）今回の措置請求に対する議長の見解

政務活動費の支出に当たっては、第一義的には議員の自律的な判断に委

ねられていると考えており、議員が良識ある判断に基づき、計上している

ものと認識している。 

（３）大熊議員からの説明

本件区政報告の発行経費の計上時期が選挙の約２か月前であることを

もって、その作成・配布を主として選挙活動であるとした指摘について、

経費の計上時期は、業者の請求締日、支払期限等によって発行の時期と隔

りが生じるものであり、計上時期を基にした請求人の主張は受け入れられ

ないものと考える。 

その上で、発行の時期を平成 31年１月 13日とした理由は、１年間を振

り返って会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明することを発

行の目的としているため、当該年の最後の定例会の閉会日（平成 30 年 12

月６日）以降に編集作業、校正、印刷を行う必要があったことによるもの

であり、定例会の終了後約１か月後の発行は、年末年始を挟んだことを考

慮すれば、妥当な期間と考える。結果としてこの時期が選挙の約３か月前

という理由により選挙活動とみなされる部分があるのであれば、当該年の

最終定例会の報告は、他の年度と異なり政務活動費による全額での支出が

できないこととなり、広聴広報活動の制限になり得る点を危惧するもので

ある。 

次に、請求人が本件と同種の支出の是非を争点とした判決として援用す

る平成 30年８月 28日東京地裁判決及び平成 31年４月 16日東京高裁判決

並びに平成 31年３月 22日東京地裁判決については、会派として真摯に受

け止め、対応を協議した結果、対象となった区政報告の内容が４年間の総

括であった点や発行の連続性を欠いていた点、議員写真の割合について、
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一部誤解を招きかねない内容であったことを踏まえ、当該年の支出は按分

することとした上で、その後に発行した区政報告は、１年間の振り返りと

して毎年定期的に発行し、議員写真もその構成比を著しく減少させており、

本件区政報告も同様であるため、判決で指摘された区政報告とは全く異な

る内容のものになっていると判断している。 

次に、発行部数に関しては、広聴広報という目的のために妥当な発行部

数を算定するに当たり、区民約 57 万人（令和元年５月１日現在）に対し

て、会派人数が議員定数に占める割合（12／47＝約 25.5％）を乗じた約 14

万 3,000人又は有権者数約 47万人に対して投票率約４割を乗じた約 18万

8,000 人という意見があった中で、その中間となる 16 万 5,000 人程度を

妥当とした結果、同程度になるよう新聞折込みを検討し、16万 5,300部を

発行したものである。 

次に、当該印刷物の内容について、議員の肖像写真や所属会派、所属政

党名が面積比で約５割と大半を占めていることによって選挙目的である

ことを雄弁に物語っていると指摘されているが、両面の合計面積に対する

表題・議員写真の面積割合を計算したところ 30.8％であるため、指摘は当

たらないものと考える。 

次に、記事も区政報告とはいい難いものが多々あると指摘されているが、

具体的な指摘がないので、判断することができない。 

まとめとして、内容も議会活動の広報としての目的に沿ったものであり、

政治、政党、選挙活動とは一線を画す内容と考えている。 

よって、本件区政報告は、政務活動費条例に沿った支出であると考え、

返還には一切応じられないものである。 

４―２ 令和元年７月４日付け調査回答（別紙４―２） 

当該調査回答には、本件監査請求後の令和元年６月27日付けで行われた大熊

議員の「平成30年度政務活動費収支報告書及び出納簿」（以下「30年度収支報告

書等」という。）の訂正（誤記控除・誤記更正）等について記載されている。 

上記の訂正に伴う返還日、返還額等は、次のとおりである。 

また、30年度収支報告書等の訂正理由は、次のとおりである。 

「本件区政報告は、政務活動費条例に沿った正しい支出であり、関連する３

つの判決で指摘された内容とは異なると考えているが、当該判決を十分精査し

た結果、区民にいたずらに誤解を招かないようにしなければならないというこ

とも大切であると考え、当該判決で認められなかった２分の１部分については、

会派として計上を取りやめ、自主的に返還することとした。」 

返還日 返還額 内 容 

令和元年６月 28日 3万 8,688円 会派通信（区政報告）ＶＯＬ.８ 
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本件監査請求の対象とされていないが、本件支出と同一の支出を行った９議

員（井口かづ子議員、井原太一議員、今井ひろし議員、大泉やすまさ議員、大

和田伸議員、小川宗次郎議員、はなし俊郎議員、吉田あい議員及び脇坂たつや

議員）についても、令和元年６月 27日付けで 30年度収支報告書等の訂正（誤

記控除・誤記更正）が行われ、次のとおり、返還されている。 

議員名 返還日 返還額 

井口かづ子議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 

井原太一議員 令和元年７月１日 3万 8,688円 

今井ひろし議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 

大泉やすまさ議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 

大和田伸議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 

小川宗次郎議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 

はなし俊郎議員 令和元年７月４日 3万 8,688円 

吉田あい議員 令和元年７月１日 3万 8,688円 

脇坂たつや議員 令和元年６月 28日 3万 8,688円 
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第３ 監査の結果 

１ 結 論 

本件監査請求については、令和元年７月５日に監査委員３名（上原和義監査委

員、三浦仁監査委員及び内山忠明監査委員）の合議により、次のように決定し

た。 

本件監査請求のうち、第２の２の「監査対象事項」（３ページ）に記載した返還

請求額のうちの本件監査請求後に返還された部分（3 万 8,688 円）に係る請求に

ついては、これを却下し、その余の部分（3万 8,687円）に係る請求については、

理由がないと認められるので、これを棄却する。 

２ 政務活動費に係る条例等の制定等の経緯 

区における政務活動費（旧政務調査費）に係る条例等の制定等の経緯は、次の

とおりである。 

（１） 平成 12年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が創設されたこ

とに伴い、平成 13年に、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

交付に関する条例」（以下「政務調査費条例」という。）及び「杉並区議会の

会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則」（以下「政

務調査費規則」という。）が制定され、政務調査費の交付対象、交付額、交

付方法、使途基準等が定められ、平成 13 年度から会派及び議員に対して政

務調査費が交付された。

（２） 平成 19年に、区議会の自主的なルールとして、「杉並区議会の会派及び議

員に対する政務調査費の取扱いに関する規程」（以下「政務調査費規程」と

いう。）が制定され、選挙活動、政党活動又は後援会活動に関する経費など

の 10 項目の経費は区政に関する調査研究に資するために必要とする経費に

該当しないと明示された。

（３） 平成 20年に、政務調査費規程の一部が改正され、政務調査費規則別表で

定められていた「使途基準」をより具体化した「使途基準細目」が定められ

た。

（４） 平成 24年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が改正され、政

務調査費の名称が「政務活動費」に、交付の目的が「議員の調査研究その他

の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の

範囲を条例で定めることとされた。

（５） 平成 25 年に、政務調査費条例が政務活動費条例に改正され、「政務調査

費」が「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費が

「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議

への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その

他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」とされ、「使途

基準」に代えて別表で「政務活動に要する経費」として 10 項目（調査研究

費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購
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入費、事務費、事務所費及び人件費）の経費が定められた。 

また、政務調査費規程が政務活動費規程に改正され、別表で定められてい

た「使途基準細目」が「政務活動に要する経費細目」に改められた。 

（６） その後、平成 26年３月、平成 27年３月、平成 28年３月、平成 29年３月

及び平成 30年３月に、政務活動費規程の一部が改正され、「政務活動に要す

る経費細目」の見直しが行われた。

３ 本件支出の内容等 

 （１） 杉並区議会自由民主党は、本件区政報告を作成し、平成 31年１月 13日に、

新聞（朝日、読売、毎日、産経）折込みの方法により、16万 5,300部を配布

した。そのほか、所属議員の手渡し用として、1,000部作成した。

なお、当時の当該会派所属議員は、①浅井くにお議員、②井口かづ子議員、

③井原太一議員、④今井ひろし議員、⑤大泉やすまさ議員、⑥大熊議員、⑦大

和田伸議員、⑧小川宗次郎議員、⑨富本卓議員、⑩はなし俊郎議員、⑪吉田あ

い議員及び⑫脇坂たつや議員の 12名であった。

（２） 当該会派所属議員のうち 10名（①井口かづ子議員、②井原太一議員、③今

井ひろし議員、④大泉やすまさ議員、⑤大熊議員、⑥大和田伸議員、⑦小川宗

次郎議員、⑧はなし俊郎議員、⑨吉田あい議員及び⑩脇坂たつや議員）は、平

成 31年２月 14日又は同月 15日に、本件区政報告関連費用 92万 8,508円（①

印刷代・新聞折込み代：92 万 8,076 円、②銀行振込手数料：432 円）の各議

員負担額 7万 7,375円を、按分せずに政務活動費に計上した。

なお、浅井くにお議員及び富本卓議員は、当該各議員負担額を政務活動費

に計上しなかった。 

４ 判 断 

４―１ 監査の基本的な考え方と視点 

本件監査に当たっての基本的な考え方と視点は、次のとおりである。 

（１） 政務活動費は、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究その他の活

動に資する」ことを目的として、必要とする経費の一部を助成するもので

あり、交付の対象、額及び方法並びに充てることができる経費の範囲、そ

の使途の透明性を確保するための方法等については、各自治体がその実情

に応じて制定する条例等に委ねられているものである。

（２） 会派及び議員による政務活動は多岐にわたっており、それに伴い生じる

経費も多様であるので、区では、平成 25 年３月から、政務活動費条例に

おいて、一部その使途の拡大を図り、政務活動費を充てることができる経

費を「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各

種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる

活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と定

めたところである。
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（３） 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会は首長と並ぶ重要

な役割を担っており、議会の自律性やそれを構成する会派及び議員の政治

活動の自由は保障されなければならない。そして、政務活動には執行機関

に対する監視の機能の側面もあるので、執行機関と議会等との抑制と均衡

の理念等に鑑み、会派及び議員がどのような政務活動を行い、そのために

いかなる政務活動費を支出するかについては、基本的に会派及び議員の自

律的判断に委ねるべきものであると解するのが妥当である。 
 

（４） しかし反面、政務活動費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の

適正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認で

きるように透明性を確保することが必要である。このため、政務活動費条

例及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例施行規則」（以下「政務活動費規則」という。）に加え、区議会による自

主的なルールと仕組みが整えられてきたと認められるが、透明性の確保は、

使途が拡大された政務活動費制度において、より一層求められているとい

える。 
 

（５） こうしたことから、政務活動費の支出の適合性については、収支報告書

等の記載から明らかに違反していることがうかがわれるような場合はそ

の疑義を解明する必要があることはいうまでもないが、そうした場合を除

くと、「監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の

具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査すること

を予定していない」とした政務調査費についての判例（平成 21年 12月 17

日最高裁判所判決）は、政務活動費制度においても同様に該当すると解さ

れる。 
 

（６） 以上から、本件監査において、政務活動費の支出については、政務活動

費制度の趣旨を踏まえ、会派及び議員の自律性を尊重することを基本とし、

政務活動費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた「政務活動に要す

る経費細目」等に照らし、また、使途の透明性の確保の観点にも留意して

その適合性を総合的に判断するものとする。 

 

４―２ 請求項目についての判断 
 
    請求人は、本件支出の全額が違法又は不当であると主張していることから、

平成30年度当時の政務活動費条例（資料１）、政務活動費規則（資料２）、政務

活動費規程（資料３）及び「政務活動費の支出に関する事務処理について」（以

下「事務処理の手引」という。）（資料４）等に基づき、また、下記の（３）の

杉並区議会自由民主党が平成27年１月に作成・配布した会派の区政報告（以下

「会派区政報告（平成27年１月号）」という。）に関する判決の趣旨を参照した

上で、本件支出の違法性又は不当性の有無について、以下、判断する。 
 

（１）請求人の主張の要旨 
 

本件支出の計上がなされた時期は、任期満了に伴う区議選の約２か月前で

あり、本件区政報告の作成・配布が選挙活動を主として行われたことは、同
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種の支出の是非を争点とした別件訴訟の結果（平成30年８月28日東京地裁判

決及び平成31年４月16日東京高裁判決並びに平成31年３月22日東京地裁判

決）などから明らかである。 

また、本件区政報告の内容をみると、議員の肖像写真や所属会派、所属政

党名が面積比で約５割と大半を占め、選挙目的であることを雄弁に物語って

おり、記事も区政報告とはいい難いものが多々ある。 

したがって、本件支出の全てが違法又は不当であり、計上額の全額の返還

を求める。 

（２）区側の主張の要旨

ア 区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書

①杉並区議会自由民主党の会派の区政報告は、平成26年度以降、区政や

議会活動及び区の施策・情報を区民に提供するため、春号・夏号として、

年２回、定期的・継続的に発行しているものであり、平成26年度当時とは

状況を異にすること、②配布部数（16万5,300部）については、より広く区

民に区政の課題や議会審議の状況を知ってもらうために必要な部数であ

り、適切な部数であると考えられること、③平成31年４月16日東京高裁判

決については、発行時期も判断材料の一要素であるが、記載内容について

も判断の前提としたものと解釈することができること、④本件区政報告の

記載内容は、４年間の活動実績等を総括したものではなく、過去１年間を

振り返った内容となっており、写真については、写真の占める割合だけで

政務活動か否かを判断するのではなく、写真ごとに政務活動であるかを判

断すべきものであること等を総合的に判断すると、区政報告の趣旨と矛盾

するものではなく、選挙活動や政党活動としての側面を有していることを

推認させるとまではいえない。 

イ 議長の調査回答（大熊議員の説明）

発行時期を平成 31年１月 13日とした理由は、１年間を振り返って会派

としての活動状況等を区民に対して報告・説明することを目的としている

ため、当該年の最後の定例会の閉会日（平成 30年 12月６日）以降に編集

作業、校正、印刷を行う必要があったことによるものであり、約１か月後

の発行は、年末年始を挟んだことを考慮すれば妥当な期間である。結果と

してこの時期が選挙の約３か月前という理由により選挙活動とみなされ

る部分があるのであれば、当該年の最終定例会の報告は、他の年度と異な

り政務活動費による全額での支出ができないこととなり、広聴広報活動の

制限になり得る点を危惧するものである。 

会派区政報告（平成 27 年１月号）の内容が、４年間の総括であった点

や発行の連続性を欠いていた点、議員写真の割合について一部誤解を招き

かねない内容であったことを踏まえ、その後に発行した区政報告は、１年

間の振り返りとして、毎年定期的に発行し、議員写真もその構成比を著し

く減少させており、判決で指摘された区政報告とは全く異なる内容になっ

ている。表題・議員写真については、両面の合計面積に対する面積割合を

計算したところ、30.8％であり、面積比で約５割と大半を占めているとい
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う請求人の指摘は当たらない。 

以上のことから、その内容も議会活動の広報としての目的に沿ったもの

で、選挙活動等とは一線を画す内容であり、本件支出は、政務活動費条例

に沿った支出であると考える。 

ウ 総務部総務課（区長）の抗弁書

本件区政報告は、年２回半期ごとに定期的に作成されている会派報告の

一つであり、表題、通し番号等において、これまで発行されているものと

の一体性及び連続性があり、作成・配布が区議選の約３か月前であっても、

選挙に向けたＰＲであるとは認識し難い。 

また、その内容についても、区議会定例会の概要報告、区総合計画等に

対する意見、年内に開設した区立施設の紹介及び会派視察報告など、区議

会での活動を振り返ったものであり、議員の写真等の掲載はあるものの、

紙面全体から見れば一定の範囲内であることから、区政報告の趣旨と矛盾

するものではない。 

以上のことから、本件区政報告は、選挙活動としての側面を有している

とはいえず、その経費に政務活動費を充てることは妥当である。 

（３）会派区政報告（平成 27年１月号）に関する判決の要旨

ア 平成31年４月16日東京高裁判決（原判決：平成30年８月28日東京地裁判

決）

本件会派報告は、本件会派としての活動状況等を区民に対して報告・説

明するものである実態を有すること自体は否定し難いものの、本件会派報

告が統一地方選挙の約３か月前という近接した時期に配布されているこ

とや、その記載内容も、過去１年間を振り返ってのものではなく、前回の

区議選が実施されて以降の４年間の活動実績等を総括したものになって

おり、次の選挙が目前に迫った状況の下では、たとえ「討議資料」である

旨を記載していても、読者に対する選挙に向けた本件会派所属の議員のＰ

Ｒ効果を狙ったものと評価されてもやむを得ないこと、そもそも、本件会

派所属の議員は、事柄の性質上、いずれも当該選挙に強い利害関係を有し

ていることも併せ考慮すると、それが選挙活動のためのものであるという

実態を併せ有することは明らかである。 

そうすると、本件会派報告は、全体として、本件会派としての活動状況

等を報告・説明するという面と選挙に向けたＰＲとしての面を併せ有する

ものであるといえ、政務活動に当たる部分と、それ以外の部分とを明確に

区分することは困難であるといわざるを得ない。したがって、このような

場合には、社会通念に照らし、政務活動としての割合を２分の１と認める

のが相当である。 

イ 平成31年3月22日東京地裁判決

今後の区政に関する提言を記載しているという自民党チラシの内容に

加え、区議選の約３か月前という時期に作成・配布されていること、14万

6,250枚というかなり大きな部数を新聞折込みの方法で配布したことなど
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の事情を総合すると、自民党チラシは、本件の相手方である上記６区議の

所属する杉並区議会自由民主党の会派としての活動状況等を区民に対し

て報告・説明するという上記６区議の政務活動としての側面を有すること

自体は否定し難いものの、区議選に向けて会派あるいは会派所属議員を選

挙権者たる区民にアピールするという政党活動としての側面を併せ有す

ることも否定できないというべきである。 

（中略） 

自民党チラシにおける政務活動としての側面と政党活動としての側面

との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから、社会通

念に照らし、政務活動としての割合は50％と認めるのが相当である。 

（４）判 断

会派及び議員が行う活動並びに区政について区民への報告等を行うため、

区政報告を作成し、その印刷代、新聞折込み代等の経費を支出することは、

「政務活動に要する経費」で広聴広報費として認められている。 

本件支出については、領収書及び区政報告の原本が提出されており、「政

務活動に要する経費」、「政務活動に要する経費細目」及び「事務処理の手引」

等に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、まず、本件区政報告の内容について検討する。 

本件区政報告の内容をみると、表面には、①会派所属議員（12名）の集合

写真、②東京都農林総合研究センター及び東京都子ども家庭総合センターの

視察の写真、③大和田伸幹事長の「ご挨拶」と題する文章、④平成 30 年第

３回・第４回区議会定例会の概要報告等が掲載され、裏面には、①会派所属

議員（12名）の上半身の写真、役職、氏名、住所及び電話番号、②杉並区総

合計画ほか５計画の改定に関する記事、③平成 30 年中に開設した主な区立

施設（ウェルファーム杉並等）、④会派の連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メ

ールアドレス）等が掲載されている。 

このうち、大和田伸幹事長の「ご挨拶」と題する文章については、会派を

代表して、区政に関する意見等が述べられているものであり、そのほか、東

京都農林総合研究センター及び東京都子ども家庭総合センターの視察の写

真、平成 30 年第３回・第４回区議会定例会の概要報告、杉並区総合計画ほ

か５計画の改定に関する記事、平成 30 年中に開設した主な区立施設（ウェ

ルファーム杉並等）並びに会派所属議員の役職及び氏名については議会活動

及び区政に関する記載ないしはこれらを区民に知らせることに資するもの

と認められ、会派所属議員の住所及び電話番号並びに会派の連絡先について

は区民の意見等の受付先を明示するものであり、政務活動（広聴広報活動）

に資するものと認められる。このことは、裏面に、「杉並区議会自由民主党で

は、区政についてのご意見・ご質問・ご提言などを随時お待ちしています。

下記の連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス）に住所・氏名を添

えてお問い合わせ下さい。お待ちしています」と記載されていることからし

て、明らかというべきである。
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また、区議会においては、区民の意見等を集約し、それらを踏まえて区政

に的確に反映することが必要であり、そのためには区民の意見等を収集し、

把握することが議員の調査研究の一つとして重要であるところ、区政報告を

発行し、会派及び議員の議会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせ

ることは、区民の意見等を的確に収集し、把握する前提としての意義を有す

るものである。そのためには、まず、区民に区政報告を読んでもらう必要が

あり、区民に関心を持ってもらうということも重要な要素になるというべき

である。 

そもそも、区政報告をどのような内容にするかについては、会派及び議員

の議会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせるという趣旨を逸脱

するものでない限りは、会派及び議員の裁量に委ねられているものと解され

るのであり、先に述べた広聴広報活動をより効果的に行うための創意工夫の

一環として、議員の集合写真、顔写真、プロフィール等を掲載し、当該部分

に係る経費に政務活動費を充てたとしても、それが社会通念に照らし相当な

範囲にとどまる限り、許されるものと解するのが相当である。 

したがって、区政報告に議員の集合写真、顔写真、プロフィール等を掲載

することが直ちに選挙活動、政党活動、後援会活動等（以下「選挙活動等」

という。）に該当し、政務活動とは認められないと解するのは相当でなく、当

該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたもの

といえるような特段の事情があれば格別、そうでない限り、社会通念に照ら

し相当な範囲にとどまっていれば、違法又は不当であるということはできな

いというべきである。 

本件区政報告に掲載された会派所属議員の集合写真及び上半身の写真に

ついては、当該写真が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載さ

れたものといえるような特段の事情があるとは認められず、その紙面に占め

る割合も社会通念に照らし相当な範囲を超えているということはできない。 

したがって、本件区政報告には、選挙活動等の明らかに政務活動に該当し

ないと判断できるような記載はないものと認められる。 

議長の調査回答において、大熊議員から、「会派区政報告（平成 27年１月

号）の内容が、４年間の総括であった点や発行の連続性を欠いていた点、議

員写真の割合について一部誤解を招きかねない内容であったことを踏まえ、

その後に発行した区政報告は、１年間の振り返りとして、毎年定期的に発行

し、議員写真もその構成比を著しく減少させており、判決で指摘された区政

報告とは全く異なる内容になっている」と説明されているが、会派区政報告

（平成 27 年１月号）と比べて、その内容は、前回の区議選が実施されて以

降の４年間の活動実績等を総括したものとはなっておらず、また、会派所属

議員の集合写真及び上半身の写真の割合を縮小するなど、全体として政務活

動の範囲を超えないよう、慎重に配慮・工夫されたことがうかがわれ、また、

区議会事務局長の抗弁書に記載されているように、平成 27 年８月以降の当

該会派の区政報告については、杉並区議会自由民主党区議団通信「すぎなみ

自民（ＶＯＬ.１～ＶＯＬ.８）」として、年２回、１月と８月（平成 28年の

み１月と６月）に定期的に発行されていることが認められる。 
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本件区政報告の発行時期について、議長の調査回答において、大熊議員か

ら、「発行時期を平成 31 年１月 13 日とした理由は、１年間を振り返って会

派としての活動状況等を区民に対して報告・説明することを目的としている

ため、当該年の最後の定例会の閉会日（平成 30年 12月６日）以降に編集作

業、校正、印刷を行う必要があったことによるものであり、約１か月後の発

行は、年末年始を挟んだことを考慮すれば妥当な期間である」と説明されて

おり、それを否定する根拠はなく、請求人が主張するように、「本件区政報告

の作成・配布が選挙活動を主として行われたことは明らかである」というこ

とはできず、選挙活動の目的・意図はなかったものと解するのが相当である。 

以上のことから、本件区政報告は、大熊議員の所属する杉並区議会自由民

主党の会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明するという同議員

の政務活動としての側面を有することは、明らかというべきである。 
 

次に、会派区政報告（平成 27年１月号）について、①平成 31年４月 16日

東京高裁判決においては、「本件会派報告は、全体として、本件会派としての

活動状況等を報告・説明するという面と選挙に向けたＰＲとしての面を併せ

有するものである」と判示され、また、②平成 31年 3月 22日東京地裁判決

においては、「自民党チラシは、本件の相手方である上記６区議の所属する

杉並区議会自由民主党の会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明

するという上記６区議の政務活動としての側面を有すること自体は否定し

難いものの、区議選に向けて会派あるいは会派所属議員を選挙権者たる区民

にアピールするという政党活動としての側面を併せ有することも否定でき

ないというべきである」と判示されたところである。 

このことから、本件区政報告が、選挙活動等の政務活動以外の活動として

の側面を併有しているか否かが問題となるが、仮に併有していると解したと

しても、政務活動としての側面と選挙活動等の政務活動以外の活動としての

側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから、政務

活動としての割合は 50％と認めるのが相当であるところ、先に述べたとお

り、本件支出の 50％を超える部分については、既に返還されており、監査の

対象外（却下）としたところである。 

以上のことから、本件区政報告は、大熊議員の政務活動としての側面を有

することは明らかであり、また、仮に選挙活動等の政務活動以外の活動とし

ての側面を併有していると解したとしても、50％を超える部分については、

既に返還されていることから、本件支出の全額が違法又は不当であるという

請求人の主張には、理由がないというべきである。 

 

４―３ まとめ 
 

以上のとおり、本件支出に違法又は不当な点は認められず、本件監査請求に

は理由がないと認められるので、これを棄却する。 
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５ 意見・要望 

監査の結果を踏まえ、監査委員としての意見・要望を以下に述べる。 

（１） 区議会において、毎年度、政務活動費制度の運用改善についての検討を行

い、制度の検証と改善を継続的に進められていることは、評価することがで

きる。

平成 30 年度においては、平成 31 年４月５日付け「平成 30 年度杉並区職

員措置請求監査結果における意見・要望事項等への対応状況について（報告）」

（以下「平成 30 年度対応状況報告」という。）（資料５）のとおり、①平成

31年度版から、事務処理の手引を杉並区議会ホームページで公開する、②政

務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法について、勤務内容が複数

ある場合は可能な限り複数の勤務内容を記載することを再度周知徹底する

など、運用の改善が図られている。 

ただし、なお検討すべき課題があると思われるので、以下、要望する。 

ア 按分の割合（上限）が定められていない経費について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議

員活動や私的活動が混在する場合の按分について、①ガソリン代、②事務所

賃借料、③インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端

末の通信費等のように支出割合の上限を２分の１等とするもののほかは、

「実態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」などとされ、

按分の割合（上限）が定められていない。 

透明性の向上、区民の理解促進などのため、按分の割合（上限）が定めら

れていない経費については、適切な按分の割合（上限）を設定すること、及

び個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、より詳細か

つ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。 

また、上記③を含め、定められた上限を超えて計上する場合には、より詳

細かつ合理的な説明を付すよう求めているところであり、この上限を超える

実態がある場合は、具体的な証拠資料を伴わない単なる説明のみでは不十分

であり、上限を超える実態を証明する証拠資料の提出等が必要であると考え

るので、より適正かつ厳正に運用されるよう、事務処理の手引に明記された

い。 

このように強く改善を要望するのは、「監査の基本的な考え方と視点」で

述べたとおり、使途が拡大された政務活動費制度においては、使途の透明性

がより一層求められていることから、区民の納得と信頼が得られるよう、具

体的な証拠資料等に基づき、その実態を明らかにする必要があり、更には、

万一、住民訴訟に移行した場合に、会派・議員の主張内容を証明するには、

具体的な証拠資料等の提出が必要とされるからでもある。 

政務活動費については、過去の監査結果において、様々な意見・要望を行

ってきたところであるが、このことについては、制度の改善項目の中で、急

務かつ最優先事項であると考えており、平成 28 年度の監査結果以降、継続

して、意見・要望事項としてきたものであるが、政務活動費の使途の適正に
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ついては、杉並区議会議員の政務活動費の一部の支出について、違法とする

判決が出されるなど、世論の厳しさが増している状況にあり、今年度は、監

査委員の意見・要望を受け止め、改善が図られることを期待するものである。 

イ 「平成 30年８月 28日東京地裁判決及び平成 31年４月 16日東京高裁判決

（判決１）」並びに「平成 31年３月 22日東京地裁判決（判決２）」について

  判決１においては、①90％按分で計上したパソコン関連費用、②80％按分

で計上した区政報告会関連費用及び③按分せずに計上した会派区政報告関

連費用について、違法な支出であると判断され、判決２においては、按分せ

ずに計上した複数の会派及び議員の区政報告関連費用について、違法な支出

であると判断されたところである。 

  一方で、上記の判決においては、適法な支出であると判断されたものも多

数あることから、上記の判決内容について、杉並区議会政務活動費専門委員

会の助言を受けるなどして、改めて、精査・分析を行い、今後、政務活動費

の使途の適正が確保されるよう、速やかに制度の改善を図られたい。 

（２） 議長は、平成 29年度政務活動費に関する調査回答において、「今後は、平

成 30 年８月 28 日東京地裁判決及び平成 31 年４月 16 日東京高裁判決並び

に平成 31 年３月 22 日東京地裁判決の結果を重く受け止め、これまで以上

に区民の理解と信頼が得られる政務活動費制度を目指し、按分の割合（上限）

が定められていない経費や月極駐車場代その他の改善すべき課題について、

より一層の検証・見直しに取り組む」との見解を明らかにされている。

  また、区議会事務局長は、上記の平成 30年度対応状況報告において、「按

分の割合（上限）が定められていない経費の適切な按分の割合の設定につい

ては、平成 28 年度以降の監査結果において、意見・要望事項とされ、区議

会においても、継続して検討事項とされていることから、今年度は、重点的

に検討する」との見解を明らかにされている。 

区議会におかれては、早期に検討を進められ、必要な改正を行われること

が、政務活動ひいては議員活動の円滑な遂行に大きく資するものであると信

じてやまない。 

今後も、制度の検証と改善を継続的に進められるよう期待するものである。 



別 紙



７万７３７５

按分はなされていない。

約５

記事も区政報告とはいい難いものが多々ある。
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（大熊昌巳）
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31杉議会第229号 

令和元年6月5日 

杉並区監査委員 様 

区議会事務局長 

佐野 宗昭 

平成30年度政務活動費に関する抗弁書について 

１ 請求人の主張に対する見解等 

【広聴広報費（会派区政報告）】 

区政報告の発行など区政や議会活動に関する情報を区民に提供する経費は、政務活動に要す

る経費で定める広聴広報費に該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区の施策を区

民に報告・周知するために必要なものである。 

当区議会に関連する平成26年度政務活動費として支出した会派区政報告に対し、平成30年8

月28日の東京地裁判決及び平成31年4月16日の東京高裁判決では、「本件会派報告は、本件会派

としての活動状況等を区民に対して報告・説明するものである実態を有すること自体は否定し

がたいものの、統一地方選挙の約3か月前という近接した時期に配布されていることや、その記

載内容も過去1年間を振り返ってのものではなく、前回の杉並区議会議員選挙が実施されて以

降の4年間の活動実績等を総括したものになっており、次の選挙が目前に迫った状況の下では、

たとえ「討議資料」である旨を記載していても、読者に対する選挙に向けた本件会派所属の議

員のＰＲ効果を狙ったものと評価されてもやむを得ないこと、そもそも本件会派所属の議員は、

事柄の性質上、いずれも当該選挙に強い利害関係を有していることも併せ考慮すると、それが

選挙活動のためのものであるという実態を併せ有することは明らかであるといえ、政務活動に

当たる部分とそれ以外の部分とを明確に区分することは困難であるといわざるを得ず、10万円

の2分の1である5万円を超えて支出したことは、違法な支出であるというべきである。」と判示

されている。 

また、平成31年3月22日の東京地裁判決では、「自民党チラシの内容に加え、区議選の約3か

月前という時期に作成・配布されていること、14万6,250枚というかなり大きな部数を新聞折

込みの方法で配布したこと等の事情を総合すると、政務活動としての側面を有すること自体は

否定しがたいものの、区議選に向けて会派あるいは会派所属議員を選挙権者たる区民にアピー

ルするという政党活動としての側面を併せ有することも否定できない。」と判示されている。 

本件請求に係る会派の区政報告については、平成31年1月13日に、新聞折込（朝日、読売、

毎日、産経）の方法により、16万5,300部配布している。なお、サンプル印刷（1,000部）と

は、所属議員の手渡し用として印刷したものである。 

はじめに、当該配布時期について、平成26年度と同様に1月であり、統一地方選挙の約3か

月前とほぼ一致する。しかし、当該区政報告は、平成26年度以降、区政や議会活動及び区の施

策・情報を区民に提供するため、春号・夏号として年2回定期的・継続的に発行しているもの

であり、この点において平成26年度当時とは状況を異にする（裏面参照）。 

別紙２ 
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 次に、配布部数について、平成26年度の配布部数は15万2,250部、本年1月は16万5,300部で

ありほぼ同数である。しかし、より広く区民に区政の課題や議会審議の状況を知ってもらうた

めには、必要な部数であるとの説明を受けており、さらに、発行部数を所属議員で割り返せ

ば、議員1人当たりにすると13,775部となること、また、平成31年4月21日統一地方選挙当日の

有権者数470,527人から見ても約2.9％の比率となりこれは適切な部数であると考える。 

また、平成31年4月16日の東京高裁判決では、「地方自治法、条例、規程等の関係法令は、

政務活動費の支出が政務活動として適正な内容であるか否かを適法性の判断要素とし、時期に

よる制約を設けていないから、原判決のように、選挙の時期に近接して支出する政務活動費が

選挙活動ないし選挙に向けたPRのための性質を併せ有するとして、2分の1の割合で按分して

支出すべきとすることは、地方公共団体の自治立法権の侵害となりかねない。」との区側の主張

に対し、裁判所は、「原判決は政務活動費の支出について時期による制約を設けたものではなく、

本件会派報告の記載内容を踏まえて判断したもの」としている。これは発行時期も判断材料と

しての一要素ではあるが、記載内容についても、判断の前提としたものと解釈できる。 

そこで、当該区政報告の記載内容を考察すると、30年度の定例会や全員協議会での概要報

告、30年中に開設した主な区立施設や視察先の写真掲載など、前述した平成30年8月28日の東

京地裁判決及び平成31年4月16日の東京高裁判決で示された「4年間の活動実績等を総括したも

の」ではなく、過去1年を振り返った内容となっている。また、写真の割合について、請求人

は議員の肖像写真、所属会派・所属政党名の面積割合が約5割を占めており選挙目的である旨

主張する。しかし、写真の占める割合だけで政務活動か否かを判断するのではなく、例えば、

議員の写真・連絡先は広く政務活動でいう広聴活動にあたること、調査研究活動で訪れた視察

先の写真を掲載していること等、写真については、個々に政務活動であるかを判断すべきと考

える。 

これらを総合的に判断すると、当該経費は、区政報告の趣旨と矛盾するものではなく、選挙

活動や政党活動としての側面を有していることを推認させるとまではいえないため、その内容

から政務活動としてその経費を認めることは妥当と考える。 

会派区政報告発行号 発行月 部数 

平成21年12月号 平成21年12月 部数不明 

平成22年4月号 平成22年4月 部数不明 

平成26年7月号 平成26年7月 部数不明 

平成27年1月号 平成27年1月 15万2250部 

平成27年8月号（VOL.1） 平成27年8月 1000部 

平成28年春号（VOL.2） 平成28年1月 14万6150部 

平成28年夏号（VOL.3） 平成28年6月 3000部 

平成29年春号（VOL.4） 平成29年1月 13万6800部 

平成29年夏号（VOL.5） 平成29年8月 5000部 

平成30年春号（VOL.6） 平成30年1月 12万5550部 

平成30年夏号（VOL.7） 平成30年8月 3000部 

平成31年春号（VOL.8） 平成31年1月 16万5300部 
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よって、請求人が指摘する会派区政報告については、大熊議員から当該指摘事項及び先に述

べた判決を考慮した考え方など合理的な説明を受けており、「政務活動に要する経費・同細目」

に基づき適正に処理されていると判断できる。 

２ 令和元年度からの取組   

 区議会では、政務活動費の適正な運用に向けて、不断の検証・見直しに努めてきたが、政務

活動費の使途については、議員の自律的判断と説明責任が強く求められていることから、議員

一人ひとりの意識を変える必要がある。 

今後は、平成30年8月28日の東京地裁判決及び平成31年4月16日の東京高裁判決、並び

に、平成31年3月22日の東京地裁判決の結果を重く受け止め、これまで以上に区民の理解と

信頼が得られる政務活動費制度をめざし、調査検討委員会において一層の検証・見直しに取り

組むこととしている。 
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別紙３

3 1 杉 並 第 1 3 4 4 5 号 

令 和 元 年 ６ 月 ５ 日 

杉並区監査委員 様 

杉並区長 田中 良 

大熊昌巳議員の平成 30 年度政務活動費に関する住民監査請求に基づく

監査の実施に伴う抗弁書の提出について 

 令和元年５月 28 日付け 31 杉監査第 106 号により通知のあった標記の

件について、別紙のとおり提出します。 
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標記の件について以下のとおり抗弁する。 

本請求において、請求人は、平成  30  年８月  28  日付東京地裁判決（平成  28

年（行ウ）第  281  号）及び平成  31  年４月  16  日付東京高裁判決（平成  30  年（行

コ）第  296  号）を根拠として、本件の支出のすべてが違法または不当であるとし

ているが、両判決の例は、本件とは内容を異にするものである。

上記判決は、統一地方選挙の約３か月前という近接した時期に配布された

会派区政報告の記載内容が、過去  1  年間を振り返ってのものではなく  4  年間の

活動実績等を総括したものであること、かつ前後の会派区政報告との一体性、

連続性を欠くものであることから、選挙に向けた会派所属議員の  PR  効果を狙っ

たものと評価されてもやむを得ないとの理由から製作費の  2  分の  1  を超えて政

務活動費から支出することを違法としたものである。 

しかし、本請求の対象である「区政報告平成  31  年春  Vol.８」は、毎年１月と６

～８月の計２回半期ごとに定期的に作成されている会派報告の一つであり、表

題、通し番号等において、これまで発行されている「区政報告平成  27  年８月  Vol.

１」から「区政報告平成  30  年夏  Vol.７」との一体性及び連続性があり、作成・配

布が区議会議員選挙の約３か月前であっても、選挙に向けたＰＲであるとは認

識し難い。 

また、その内容についても、区議会定例会の概要報告、区総合計画等に対

する意見、年内に開設した区立施設の紹介及び会派視察報告など、区議会で

の活動を振り返ったものであり、議員の写真等の掲載はあるものの、紙面全体か

ら見れば一定の範囲内であることから、区政報告の趣旨と矛盾するものではな

い。 

以上のことから、本請求の対象となっている区政報告は、選挙活動としての

側面を有しているとはいえず、その経費に政務活動費を充てることは妥当であり、

区は、大熊昌巳議員の平成  30  年度政務活動費について、適正に執行したも

のと考えている。 

なお、政務活動費は、条例に規定する要件を満たすものに対し、政策判断を

要することなく、請求のあった会派の代表者又は議員に、調査研究その他の活

動に資するため必要な経費の一部として交付するものである。その執行につい

ては、第一に会派や議員の倫理観を前提にした自己検査を行い、第二に議会

の代表者としての議長が調査し、議会の自律性の中で処理することが前提であ

ると認識している。その上で執行機関としては、会派及び議員が活動していく上

で支障の無いよう、政治活動の自由を保障する視点で、対応すべきものである

と考えている。 
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別紙４－１
31 杉議会第 244 号 

令和元年 6月 5日 

杉並区監査委員 様 

杉並区議会 

議長 井口 かづ子 

平成 30 年度政務活動費に係る調査について（回答） 

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」に基づく議長の

調査の実施について 

令和元年 5 月 28 日付 31 杉監査第 107 号の調査依頼に基づき、条例第 11 条に規定して

いる政務活動費の議長による調査を実施した。 

大熊昌巳議員の平成 30 年度政務活動費について、請求人が指摘している政務活動費の

支出が、条例その他の法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

２ 調査結果について 

政務活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認められるものはな

く、平成 30 年度の政務活動に要する経費及び同細目に基づく適正な支出が行われていた。 

３ 今回の措置請求に対する議長の見解 

区議会では、政務活動費の使途に関しては、平成 19 年 5 月に「杉並区議会の会派及び

議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程」を制定し、適正な執行の確保に努めてき

たが、その後、平成 21 年度には、議会内部に設置した「杉並区議会政務調査費調査検討

委員会」において、さらに翌 22 年度には、学識経験者等第三者で構成される「杉並区議

会政務調査費専門委員会」を設置し、使途に関する事項を中心に、継続的に自主的な改善

に取り組んでいる。 

政務活動費の支出にあたっては、第一義的には議員の自律的な判断に委ねられていると

考えており、議員が良識ある判断に基づき、計上しているものと認識している。 

４ 大熊議員からの説明 

本件請求における、平成 31 年 1 月 13 日発行の会派区政報告に係る、政務活動費による経

費計上を違法または不当とする指摘について、以下のとおり抗弁を致します。 

まず、当該区政報告の発行経費の計上時期が選挙の約 2ヶ月前であることをもって、その
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作成・配布を主として選挙活動であるとした指摘について、経費の計上時期は、業者の請求

締日、支払期限等によって発行の時期と隔りが生じるものであり、計上時期を基にした請求

者の主張は受け入れられないものと考えます。その上で、発行の時期を平成 31 年 1 月 13 日

とした理由は、1年間を振り返って会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明する

ことを発行の目的としているため、当該年の最後の定例会の閉会日、平成 30 年 12 月 6 日以

降に編集作業、校正、印刷を行う必要があったことによるものであり、定例会の終了後約 1

ヶ月後の発行は、年末年始を挟んだことを考慮すれば、妥当な期間と考えます。結果として

この時期が選挙の約 3 ヶ月前という理由により選挙活動と見なされる部分があるのであれ

ば、当該年の最終定例会の報告は、他の年度と異なり政務活動費による全額での支出ができ

ないこととなり、広聴広報活動の制限になり得る点を危惧するものであります。 

次に、請求者が本件と「同種の支出の是非を争点とした判決」として援用する、東京地裁・

平成 28 年（行ウ）第 281 号判決及び東京高裁・平成 30 年（行コ）第 296 号判決、東京地裁・

平成 28 年（行ウ）第 322 号判決については、会派として真摯に受け止め、対応を協議した

結果、対象となった区政報告の内容が 4年間の総括であった点や発行の連続性を欠いていた

点、議員写真の割合について、一部誤解を招きかねない内容であったことを踏まえ、当該年

の支出は按分することとした上で、その後に発行した区政報告は、1年間の振り返りとして

毎年定期的に発行をし、議員写真もその構成比を著しく減少させており、本件区政報告も同

様であるため、判決で指摘された区政報告とは全く異なる内容のものになっていると判断し

ています。 

 次に、発行部数に関しては、広聴広報という目的のために妥当な発行部数を算定するにあ

たり、杉並区民約 57 万人（令和元年 5 月 1 日現在）に対して、会派人数が議員定数に占め

る割合（12／47＝約 25.5％）を乗じた約 14 万 3 千、もしくは有権者数約 47 万人に対して

投票率約 4割を乗じた約 18 万 8 千という意見があった中で、その中間となる 16 万 5 千人程

度を妥当とした結果、同程度になるよう新聞折り込みを検討し、16 万 5,300 部を発行した

ものであります。 

 次に、当該印刷物の内容について、議員の肖像写真や所属会派、所属政党名が面積比で約

5割と大半を占めていることによって選挙目的であることを雄弁に物語っているとの指摘で

すが、両面の合計面積に対する表題・議員写真の面積割合を計算したところ 30.8％である

ため、指摘は当たらないものと考えます。 

 次に、記事も区政報告とは言い難いものが多々あるとの指摘ですが、具体的な指摘がない

ので、ご指摘の内容は判断いたしかねます。 

 まとめとして、内容も議会活動の広報としての目的に沿ったものと考えており、政治、政

党、選挙活動とは一線を画す内容と考えています。よってこの区政報告は政務活動費支給条

例に沿った支出であると考え、返還には一切応じられないものと結論付けるものであります。 
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31 杉議会第 334 号 

令和元年 7月 4日 

杉並区監査委員 様 

 杉並区議会 

議長 井口 かづ子 

平成 30 年度政務活動費に係る調査について（追加回答） 

令和元年 5 月 28 日付 31 杉監査第 107 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務活動費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務活動費の議長

による調査を実施し、令和元年 6月 5日付 31 杉議会第 244 号により回答したが、大熊議

員より下記のとおり追加回答があったため、違法・不当であるか否かについて確認を行

った。 

記 

１ 調査結果 

今回の届出は、議員の意向により訂正されたものであり、当該支出額が誤記控除・誤 

記更正されたことは、政務活動費に要する経費その他の法規等に照らして適当である。 

２ 追加回答 

（１）平成 30 年度の出納簿及び収支報告書の訂正状況

●大熊昌巳議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 14 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8 50％ 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

別紙４－２
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（２）出納簿及び収支報告書の訂正理由

会派区政報告は、区民の皆様に向け、会派として区政に対する見解・意見や議会で

の審議内容などを広くお知らせし、これらに対する意見・要望などをお聴きする目的

で、年に 2 回定期的に発行しており、会派の政務活動として大変重要で不可欠なもの

である。 

今般、当該区政報告は、政務活動費交付条例に沿った正しい支出であり、関連する

3 つの判決で指摘された内容とは異なると考えている。ただし、当該判決を十分精査

した結果、区民の皆様に、いたずらに誤解を招かないようにしなければならないとい

うことも大切なことであると考え、判決で認められなかった 1/2 部分については、会

派として計上を取りやめ、自主的に返還することとした。 

（３）その他

本件監査請求の対象ではないが、大熊議員と同じ支出のあった 9 議員についても、

以下のとおり出納簿及び収支報告書の訂正、支出額の返還があった。 

●井口かづ子議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 14 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8（按分 50％） 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

●井原太一議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 
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【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8 50％ 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

7 月 1 日に返還された。 

●今井ひろし議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8 按分 50％ 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

●大泉やすまさ議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8 50％ 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

●大和田伸議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 
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2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOl8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOl8、1/2 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

●小川宗次郎議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派区政報告 VOL8(100％)(印刷代、新聞折り込み

代)明細は、2月分 No1 に添付 

広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派区政報告 VOL8(50％)(印刷代、新聞折り込み

代)明細は、2月分 No1 に添付 

広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 

●はなし俊郎議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8（50％） 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

7 月 4 日に返還された。 
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●吉田あい議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL8 1/2 計上 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

7 月 1 日に返還された。 

●脇坂たつや議員

次のとおり、令和元年 6月 27 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

【誤記控除】 

2 月 15 日支払分誤記控除 

会派通信（区政報告）VOL.8 
広聴広報費 77,375 

【誤記更正】 

2 月 15 日支払分誤記更正 

会派通信（区政報告）VOL.8（50％） 
広聴広報費 38,687 

＊上記の訂正により、支出額を 38,688 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 28 日に返還された。 
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資 料



資料１ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

平成13年３月23日 

条例第26号 

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。 

改正 平成14年６月21日条例第31号 平成15年４月30日条例第19号 

平成18年12月11日条例第44号 平成20年10月14日条例第28号 

平成25年２月20日条例第１号 

〔題名改正〕 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項までの規定に基づ

き、杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

一部改正〔平成20年条例28号・25年１号〕 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」という。）

及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（会派に係る政務活動費） 

第３条 会派に係る政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属議

員の数に月額16万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱

会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活

動費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、

又は会派が解散した場合も同様とする。 

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議員に係る政務活動費） 

第４条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員（次条第１項の規定による届出を行った会

派に所属する議員を除く。）につき、月額16万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場

合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生

じなかったものとみなす。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、政務活動費に

係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者がないときは議会の事務局

長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届け出なければ

ならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度４月１日の政務活動費に係る会派及び議員

の状況について、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長に通知しなけ
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ればならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を行い、会派の

代表者及び議員に通知するものとする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日（そ

の日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第１条に定める区の休日に当たる

ときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。

ただし、一四半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請

求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となったとき、若しく

は政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、第６条第２項の規定による

通知があった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動費を当

該会派の代表者又は当該議員に対して交付する。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る政務活動費に

ついては第１項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速やかに区長に返還しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第１項の適用に

ついては、同項中「毎四半期の最初の月の10日」とあるのは、「当該事実の生じた日の翌月（その

日が基準日である場合は、当月）の10日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交

付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者

は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当

月）分以降の政務活動費を区長に返還しなければならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第９条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議へ

の参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図

るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 

全部改正〔平成25年条例１号〕 

（収支報告書等の提出） 

第10条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（別記様式。以下「報告書」と

いう。）に、政務活動費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）及び領収書その他の証拠

書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなっ

たときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、そ

の事実があった日の翌日から起算して30日以内に、報告書、出納簿及び領収書等を議長に提出しな

ければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を当該報告書を提出すべきとされた期間の末日の翌日から

５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成18年条例44号・25年１号〕 

（透明性の確保） 

第11条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適

正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

- 68 -



全部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の返還） 

第12条 区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及

び議員がその年度において行った政務活動費による支出（第９条に規定する政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余

の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

附 則 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 杉並区特別職報酬等審議会条例（昭和39年杉並区条例第35号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成14年６月21日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月30日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月11日条例第44号） 

１ この条例は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査

費については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年10月14日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日条例第１号） 

１ この条例は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改

正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政

務調査費については、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

政務活動に要する経費 

項目 内容 

調査研究費 区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託

に要する経費 

（調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費） 

研修費 １ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要

する経費 

（会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費） 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会

派又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

（参加費・会費、宿泊費、交通費） 

広聴広報費 １ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

（資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費） 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する

経費 

- 69 -



（印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費） 

要請陳情等活

動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

（資料印刷費、交通費、文書通信費） 

会議費 １ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

（資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費） 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加

に要する経費 

（参加費・会費、交通費、文書通信費） 

資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

（印刷・製本費、原稿料） 

資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経

費 

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料） 

事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書

通信費） 

事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

（事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料） 

人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

（賃金、社会保険料、交通費） 

備考 括弧内は、例示とする。 

追加〔平成25年条例１号〕 

様式（省略） 
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資料２ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成13年３月30日 

規則第35号 

 改正 平成19年３月30日規則第48号 平成25年２月20日規則第２号 

〔題名改正〕 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

全部改正〔平成25年規則２号〕 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交付に関する届

（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届（第２号様式）

によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書（第３号様式）に

よるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書（第４号様式）による

ものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第５号様式）によるものとす

る。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項の規定による請求は、政務活動費交付請求書（第６号様式）に

よるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（政務活動費出納簿） 

第６条 条例第10条第１項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿（第７号様式）によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（返還命令書） 

第７条 条例第12条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書（第８号様式）によるものと

する。 

一部改正〔平成19年規則48号・25年２号〕 

附 則 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第48号） 

この規則は、平成19年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日規則第２号） 

１ この規則は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した

政務調査費については、なお従前の例による。 
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様式（省略） 
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資料３ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 

平成19年３月30日 

議長訓令甲第１号 

 改正 平成20年４月１日議長訓令甲第２号 平成22年４月１日議長訓令甲第２号 

平成23年３月31日議長訓令甲第１号 平成24年３月30日議長訓令甲第１号 

平成25年２月28日議長訓令甲第１号 

〔題名改正〕 

平成26年３月31日議長訓令甲第１号 

平成27年３月31日議長訓令甲第１号 平成28年３月31日議長訓令甲第２号 

平成29年３月31日議長訓令甲第１号 平成30年３月30日議長訓令甲第４号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の

交付に関する条例施行規則（平成13年杉並区規則第35号）に定める政務活動費の取扱いについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第104条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるも

のとする。 

全部改正〔平成25年議長訓令甲１号〕 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費（以下「政務活動に要する経費」

という。）に該当しないものとする。 

(１) 選挙活動に関する経費

(２) 政党活動に関する経費

(３) 後援会活動に関する経費

(４) 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費

(５) 飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に伴うものを除

く。）に関する経費

(６) 条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に合致しない個

人的技能の習得に関する経費

(７) 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費

(８) 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費

(９) その他政務活動の目的に合致しない経費

２ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他

のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務活動費により支出しなけれ

ばならない。 

３ 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第10条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規定する第２号様

式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付するものとする。 

２ 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費により支出す

る場合は、政務活動交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第３項の規定による

届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票

類等を作成し、条例第10条第１項に規定する政務活動費収支報告書に添えて議長に提出するものと

する。 
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(１) 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合を除く、視察による調査研究又は研

修会、講演会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書（第３号様式）

(２) 広報紙の作成に要する経費 当該広報紙

(３) 備品の購入に要する経費 備品台帳の写し

(４) 事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事務所の要件

を具備していることを証明する書類

(５) 事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月

日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類

２ 議長は、前項の帳票類等について、条例第10条第４項に規定する期間まで保存し、政務活動視察

報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成23年議長訓令甲１号・24年１号・25年１号・26年１号・27年１号〕 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この規程は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用する。 

附 則（平成20年４月１日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月28日議長訓令甲第１号） 

１ この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程の

規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調

査費については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日議長訓令甲第４号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務活動に要する経費細目 

項目 内容 

調査研究費 ○月極駐車場代の支出割合の上限は1/2とする

○ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン

代を除く）の支出割合の上限は1/2とする（ただし、議員１人当たり月額

5,000円を限度とする）

○スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行

き先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政

務活動交通費記録簿」に代えることができる

○タクシー利用額の上限は年額240,000円とする（ただし、可能な限り他の公
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共交通機関を利用する） 

○視察先への土産代に関する支出は、１箇所当たり5,000円を限度とする

研修費 ○懇親会費の計上はできないものとする

○政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする

○政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする

○大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする

○宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が10,000円以下の研修会、講演会等に

参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」

が分かる資料を添付する

○政党及び政治団体以外の団体年会費については、規約等を添付し、領収書

等貼付用紙の備考欄に、区政との関連性を記載する

広聴広報費 ○広聴広報活動における茶菓代については、１人につき500円を限度とし、領

収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する

○区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1/2とする

（ただし、議員１人１回当たり5,000円を限度とする）

○印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に即して按分する

○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分する

要請陳情等活

動費 

○細目なし

会議費 ○会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき500円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する

資料作成費 ○細目なし

資料購入費 ○購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とす

る

○所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員

１人当たり各１部とする

○電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではな

く、「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う

事務費 ○50,000円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し

管理する

○備品購入費については、実態に即して按分する

なお、購入・買替えに当たっては、所得税法（昭和40年法律第33号）上の

減価償却資産に係る耐用年数を参考にする

また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする

○ポイントカード制を導入している小売店で物品等の購入により発生した

「ポイント」が領収書（レシート）によって確認できる場合は、当該ポイ

ント相当額を控除して支出する

○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○はがきを購入する場合は、議員１人当たり年額30,000円を超えることはで

きない

また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする

○インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信

費は、支出割合の上限を1/2とする（ただし、当該支出について合理的な説

明ができる場合は、この限りでない）
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○通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする

固定電話（事務所専用） 1/2 

固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

あり） 
1/2 

固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

なし） 
1/4 

○政務活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要最小限の台数とし、その

番号を議長に届け出るものとする

○名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする

事務所費 ○事務所賃借料について

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする 

自宅兼用 計上できない 

※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう

※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金

額の上限は月額50,000円とする

○事務所光熱水費について

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする 

自宅兼用 計上できない 

人件費 ○議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない

○議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出

割合の上限を1/2とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤

務内容と日給・時給等を明記の上、議員１人当たり月額50,000円を上限と

して勤務実績に応じた額とする

付記 金券類により支出した経費に対しては、政務活動費を充てることができないものとする。 

追加〔平成20年議長訓令甲２号〕、一部改正〔平成22年議長訓令甲２号・23年１号・24年

１号・25年１号・26年１号・27年１号・28年２号・29年１号・30年４号〕 

様式（省略） 
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平成３０年 4月 

杉並区議会事務局 

政務活動費の支出に関する事務処理について 

（平成３０年度版） 

資料４ 
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３１杉議会第１７号 

平成３１年４月５日 

 監査委員 様 

区議会事務局長 

佐野 宗昭 

平成 30 年度杉並区職員措置請求監査結果における 

意見・要望事項等への対応状況について（報告） 

 平成 30 年度の杉並区職員措置請求（平成 28 年度政務活動費に関する住民監査

請求）の監査結果における意見・要望事項等への対応状況について、下記のとお

り報告します。 

記 

１ 意見・要望事項の内容 

（１）按分の割合（上限）が定められていない経費について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の

議員活動や私的活動が混在する場合の按分について、①ガソリン代、②事

務所賃借料、③インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の

情報端末の通信費等のように支出割合の上限を２分の１等とするもののほ

かは、「実態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」など

とされ、按分の割合（上限）が定められていない。 

透明性の向上、区民の理解促進などのため、按分の割合（上限）が定め

られていない経費については、適切な按分の割合（上限）を設定すること、

及び個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、より詳

細かつ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。 

このことについては、平成 28 年度の監査結果以降、意見・要望事項とし

てきたものであり、今後の検討に期待する。 

（２）支出割合の上限を超えて計上する場合の合理的な説明等について

インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通

信費については、支出割合の上限が設けられたところであるが、当該支出

について合理的な説明ができる場合は、その上限を超えて計上することが

認められている。 

上記（１）においては、定められた上限を超えて計上する場合には、よ

り詳細かつ合理的な説明を付すよう求めているところであり、この上限を

超える実態がある場合は、それを裏付ける資料を提出するなど、より適正

に運用されるよう留意されたい。 

また、パソコンの購入費、リース料、インターネット接続料等のパソコ

ン関連経費については、一般的にパソコンの使用実態に即して按分される

ものと考えられるところ、インターネット接続料のみ支出割合の上限が設

けられたことは、他のパソコン関連経費との整合性が図られているとは必

資料５ 
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ずしもいえず、上記（１）で述べたとおり、政務活動とその他の議員活動

や私的活動が混在する場合は、支出割合の上限を設けるよう検討されたい。 

（３）区議会の自律的なチェック機能の充実・強化について

区議会におかれては、平成 27 年度から区議会事務局による収支報告書等

関係書類の点検サイクルの充実・強化（区議会事務局への収支報告書等関

係書類の提出回数を年３回から年４回に変更）を図るなど、政務活動費の

適正な執行の確保に努められているところであるが、本件監査請求後の会

派・議員自身や区議会事務局による精査・点検により、一部の会派・議員

において、収支報告書等の訂正や自主返還などが行われている現状が見受

けられる。 

より厳正な見直しを行われたことは望ましいことであるが、今後は、こ

のような点にも十分に留意して、適正な収支報告等を行うよう努められた

い。 

また、平成 27 年度の「事務処理の手引」においては、収支報告書に対す

る三者間でのチェック体制の強化として、収支報告書の提出に当たっては、

議員交付であっても会派内でのチェック機能を発揮していくとともに、一

定の期間内での区議会事務局によるチェック、議長による必要に応じた調

査・指導を効率的にバランスよく行うこととされており、改めてこのこと

を銘記され、区議会の自律的なチェック機能の充実・強化を図られたい。 

（４）政務活動費の支出の計上年度に関するルールの明定について

政務活動費の支出の計上年度について、区議会事務局長の抗弁書におい

て、「区議会では、政務活動費条例及び政務活動費規則等において、交付年

度中に発生した経費のみ支出が可能とする旨の規定が存在しないことから、

政務活動費の計上を「現金主義」で一律処理することとしており、交付年

度内で実際に支出された経費を対象としている。ただし、交付年度内で実

際に支出された経費であれば、どのような場合でも認めているわけではな

く、支出の原因となる事実が当該年度分ではない場合には、その支出の範

囲を１年分にとどめるという考え方を区議会では現在採用している。加え

て、支出の範囲が１年以内であっても、議員の職を辞した後に支払ったも

のが計上されていれば、その分の返還が必要となることや、議員の職に就

く前の利用実績分は、政務活動費に計上できないことは当然のことであり、

その意味でも「現金主義」の採用によって区に損害が生じることはない」

との見解が示されているが、明文の規定が設けられていない。 

本件監査においては、資料購入費の項目で「政務活動費の支出の計上年

度を当該支出が行われた年度とする「現金主義」を採用することも許容さ

れると解するのが相当である」と判断したところであるが、政務活動費の

支出の計上年度に関するルールについては明文の規定を設けることが適切

であり、政務活動費規程等に明記されたい。 

２ 対応状況 

平成 31 年度に向けて別紙のとおり改善した。また、平成 30 年度に改善するこ

とができなかった事項については引き続き検討する。 
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１ 意見・要望事項への対応状況 

○ 区議会の自律的なチェック機能の充実・強化について 手引書改正

手引書を改正し、「収支報告書の提出に当たっては、議員交付であっても会派内での

チェック機能を発揮するととともに、四半期ごとの区議会事務局によるチェック、議 

長による必要に応じた調査・指導を効率的にバランスよく行う」旨を記載し、各議員 

に再度周知徹底する。 

２ その他の改善事項 

（１）政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法について 

「政務活動補助職員勤務報告書」の勤務内容の記載方法については、手引書を改

正し、平成 30 年度から、勤務内容が複数ある場合は、可能な限り複数の勤務内容

を記載することとしており、その旨を各議員に再度周知徹底する。 

（２）「政務活動費の支出に関する事務処理について」（手引書）の公開について 

平成３１年度版から、杉並区議会ホームページで公開することとする。 

３ 平成３１年度の検討事項 

   次の項目については、引き続き検討を行うものとする。 

   特に、①については、平成28年度以降の監査結果において、意見・要望事項とされ、

区議会においても、継続して検討事項とされていることから、今年度は、重点的に検討

することとする。 

① 按分の割合（上限）が定められていない経費の適切な按分の割合の設定

② 私的活動が混在する場合の適切な按分の割合の設定

③ 支出割合の上限を超えて計上する場合の合理的な説明の明文化

④ 月極駐車場代を計上できない経費とすること

⑤ 支出の計上年度に関するルールの明定

⑥ 杉並区議会ホームページでの調査検討委員会の検討結果の公開

⑦ 杉並区議会ホームページでの政務活動費関係書類（出納簿、領収書等）の公開

別紙
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